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こ
の
制
度
は
、
高
齢
者
の
医
療
費
が
増
え

続
け
て
い
る
中
、
現
役
世
代
と
高
齢
者
世
代

の
負
担
を
公
平
･
明
確
に
す
る
こ
と
を
目
的

に
、
75
歳
以
上
の
高
齢
者
（
一
定
の
障
害
が

あ
り
、
認
定
を
受
け
た
65
歳
以
上
の
方
を
含

む
）
を
対
象
に
、
創
設
さ
れ
た
も
の
で
す
。

　

対
象
の
方
は
、
こ
れ
ま
で
の
医
療
保
険
か

ら
脱
退
し
、
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
に
加
入

し
ま
す
。
同
制
度
の
運
営
は
、
都
道
府
県
単

位
で
組
織
す
る
広
域
連
合
が
行
い
ま
す
。
神

奈
川
県
の
運
営
主
体
は
、
県
内
全
市
町
村
で

組
織
す
る
﹁
神
奈
川
県
後
期
高
齢
者
医
療
広

域
連
合
﹂
（
19
年
1
月
設
立
）
で
す
。

　

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
被
保
険
者
と
な

る
の
は
、
75
歳
以
上
ま
た
は
、
65
歳
以
上
で

一
定
程
度
の
障
害
の
あ
る
、
県
内
在
住
の
方

で
す
。

　

現
在
加
入
し
て
い
る
医
療
保
険
（
国
保
、

健
康
保
険
、
共
済
等
）
か
ら
自
動
的
に
、
同

制
度
に
移
行
し
ま
す
。

1

　

被
保
険
者
の
方
に
は
、
一
人
に
1
枚
﹁
後

期
高
齢
者
医
療
被
保
険
者
証
﹂
（
保
険
証
）

が
交
付
さ
れ
ま
す
。

　

平
成
20
年
3
月
31
日
現
在
75
歳
以
上
、
ま

た
は
65
歳
以
上
で
老
人
保
健
制
度
の
障
害
認

定
を
受
け
て
い
る
方
は
、
4
月
1
日
か
ら
被

保
険
者
と
な
り
ま
す
。
保
険
証
は
3
月
中
に

郵
送
し
ま
す
。

　

4
月
1
日
以
降
に
75
歳
に
な
る
方
は
、
誕

生
日
の
当
日
か
ら
被
保
険
者
と
な
り
ま
す
。

保
険
証
は
、
誕
生
日
の
前
に
郵
送
し
ま
す
。

1

　

医
療
機
関
窓
口
で
の
自
己
負
担
の
割
合

は
、
現
行
の
老
人
保
健
制
度
と
同
様
、
1
割

（
現
役
並
み
所
得
の
方
は
3
割
）と
な
り
ま
す
。

　

保
険
料
は
、
被
保
険
者
が
均
等
に
負
担
す

る
﹁
均
等
割
額
﹂
と
、
所
得
に
応
じ
て
負
担

す
る
﹁
所
得
割
額
﹂
の
合
計
額
で
、
被
保
険

者
一
人
一
人
が
負
担
し
ま
す
。
算
定
基
準

は
、
県
内
共
通
で
す
（

1
）。

　

な
お
、
所
得
の
少
な
い
方
は
、
世
帯
の
所

得
に
応
じ
て
均
等
割
額
の
軽
減
（
7
割
･
5

割
･
2
割
）
が
あ
り
ま
す
。

　

保
険
料
は
原
則
、
年
金
か
ら
天
引
き
（
特

別
徴
収
）
と
な
り
ま
す
。
年
金
額
が
年
額
18

万
円
未
満
の
方
な
ど
は
、
納
付
書
や
口
座
振

替
で
納
め
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

新
た
に
設
け
ら
れ
る
﹁
高
額
介
護
合
算
療

養
費
﹂
以
外
は
、
現
行
の
老
人
保
健
で
支
給

さ
れ
て
い
る
も
の
と
同
じ
で
す
（

3
）。

　

現
在
、
老
人
保
健
で
医
療
を
受
け
て
い
る

方
は
、
自
動
的
に
後
期
高
齢
者
医
療
の
被
保

険
者
と
な
り
ま
す
の
で
、手
続
き
は
不
要
で
す
。

75歳以上の方

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
4
月
ス
タ
ー
ト

　

70
～
74
歳
の
方
が
医
療
機
関
を
受
診
し
た

際
の
窓
口
負
担
割
合
に
つ
い
て
、
4
月
か
ら

平
成
21
年
3
月
ま
で
の
1
年
間
、
1
割
に
据

え
置
か
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

　

こ
れ
は
、
昨
年
の
国
の
医
療
制
度
改
正
に

伴
っ
て
、
70
～
74
歳
の
方
の
負
担
割
合
が
20

年
4
月
か
ら
2
割
と
な
る
予
定
だ
っ
た
も
の

が
、
1
年
間
は
1
割
に
据
え
置
く
こ
と
と
決

ま
っ
た
こ
と
に
よ
る
も
の
で
す
。

　

対
象
の
方
が
お
持
ち
の
国
民
健
康
保
険
高

齢
受
給
者
証
の
有
効
期
限
は
平
成
20
年
3
月

31
日
の
た
め
、
4
月
1
日
以
降
の
新
し
い
高

齢
受
給
者
証
は
、
3
月
中
に
お
送
り
し
ま

す
。

　

※
現
在
3
割
負
担
の
方
、
後
期
高
齢
者
医

療
制
度
の
対
象
と
な
る
一
定
の
障
害
認
定
を

受
け
た
方
は
除
き
ま
す
。

　

※
3
月
中
に
お
送
り
す
る
高
齢
受
給
者
証

の
有
効
期
限
は
7
月
31
日
で
す
。
負
担
割
合

は
世
帯
構
成
や
前
年
の
所
得
を
基
に
毎
年
8

月
1
日
に
再
判
定
さ
れ
ま
す
。

70～74歳の方の
医療機関での負担割合 平成20年度は1割に据え置き

235 4594

公費（約50％）　　国：県：市＝4：1：1

高齢者の保険料
（約10％）

後期高齢者支援金
（若年者の保険料）（約40％）

医療機関等

後期高齢者の
心身の特性に応じた
医療サービスの提供

保険料
（原則年金か
ら天引き。場
合により銀行
振込など）医療給付等の支給・９割

（または７割）

保険料

医療費の
窓口負担…１割
（または３割）

後期高齢者の医療にかかる費用のうち、75歳以上の方が医療機関で支払う窓口負担分以外の財源は、公費（国、県、
市）が50％、現役世代からの支援（若年者の保険料）が40％、残りの10％が75歳以上の方が納める保険料となります

社会保険診療報酬
支払基金

医療保険者
（健保組合、国保等）

各医療保険
（健保・国保等）の
被保険者
（0～74歳の方）

被保険者（75歳以上の方）

＊被保険者証が変わります

平成20年3月まで

被保険者証と受給者証の２枚

平成20年4月から

被保険者証１枚に

国保・健保等
の被保険証

老人保健医療
受給者証

後期高齢者医療
被保険者証

医療費の財源（窓口負担分を除く）

235 4595
045 440 6700

①均等割額＝３９，８６０円（＊）

②所得割額＝
平成１９年中の総所得金額等

（平成19年1月1日～12月31日の所得）
基礎控除33万円ー × ７．４５％

（注） ・土地建物等の譲渡所得や、確定申告をした株式譲渡所得などが含まれます。
・青色専従者給与等控除が適用されます。
・退職所得は含みません。

平成20年度の後期高齢者医療保険料＝ ① ＋ ②（ただし、保険料額が50万円を超える場合は、50万円）

＊被用者保険の被扶養者であった方の均等割額は、特別措置が適用されます（表2参照）

〈表1　後期高齢者医療保険料の算定方法〉

（注）

平成20年度の均等割額が減額されます

＊後期高齢者医療制度加入直前に被用者保険の
  被扶養者であった方への特別措置

特別措置の内容
平成20年4月～9月          ⇒ 均等割の負担は、なし

平成20年10月～21年3月  ⇒ 均等割の1割のみ負担（9割軽減）

 75歳以上の方（一定の障害があり、認定を受けた
65歳以上の方を含む）で、後期高齢者医療の被保険
者になる前日（平成20年3月31日または75歳の誕生
日の前日）において、被用者保険（注）の被扶養者と
なっている方は、特別措置により、平成20年度中の
均等割が以下のとおりとなります。

※昨年の制度改正では、被用者保険の方については、後期高齢者
医療制度の被保険者となった日の属する月から2年間、均等割を5

割軽減することとされていますが、今回の措置は平成20年度の特別
措置です。

　 政府管掌保険や企業の健康保険、公務員の共済組合等、いわゆる「サ

ラリーマン」の健康保険であり、国民健康保険は該当しません。

実際にお支払い
いただく保険料

Ｈ20年4月 Ｈ20年10月 Ｈ21年4月

平成20年4月から
            9月まで
保険料を凍結

平成20年10月から
平成21年3月まで
保険料を9割軽減

本
来
の
保
険
料（
均
等
割
）

・療養の給付

　（病気やけがの治療を受けたとき）

・入院時食事療養費

　（入院したときの食事代）

・入院時生活療養費

　（療養病床に入院したときの食事代・居住費）

・保険外併用療養費

　（差額を負担して医療を受けたとき）

・療養費

・訪問看護療養費

　（訪問看護サービスを受けたとき）

・移送費

　（緊急の入院や転院で移送が必要になったとき）

・高額療養費

　（１カ月に払った自己負担額が高額になったとき）

・葬祭費

　（被保険者が死亡したときに、

　　葬祭を行った方に対して支給されます）

・高額介護合算療養費

・特別療養費

後期高齢者医療で受けられる給付

これまでの老人保健制度と
同様の給付が受けられます

表2 表3

　

市
で
は
、
平
成
22
年
完
成
を
目
指
し
て
、
海
老
名
駅

自
由
通
路
整
備
工
事
を
進
め
て
い
ま
す
。
工
事
の
進
捗

に
伴
っ
て
、
2
月
3
日
日
の
始
発
か
ら
、
小
田
急
線
と

相
鉄
線
と
の
乗
換
え
階
段
、
お
よ
び
小
田
急
線
の
臨
時

改
札
口
･
ホ
ー
ム
へ
の
階
段
（
新
宿
側
）
を
閉
鎖
し
ま

す
。
ま
た
こ
れ
に
先
立
ち
、
1
月
15
日
火
か
ら
2
月
2
日

土
ま
で
、
相
鉄
線
改
札
階
出
入
り
口
付
近
の
通
路
を
整
備

す
る
工
事
を
行
い
ま
す
（

1

3
参
照
）。

1

　

乗
り
換
え
階
段
･
臨
時
改
札
口
の
閉
鎖
に
よ
り
、
小
田

急
線
の
改
札
口
は
中
央
改
札
口
1
カ
所
と
な
り
、
相
鉄
線

と
小
田
急
線
と
の
乗
換
え
は
東
口
仮
設
階
段
・
駅
前
広
場

経
由
と
な
り
ま
す
。
同
時
に
、
駅
構
内
の
西
口
・
Ｊ
Ｒ
相

模
線
方
面
へ
の
通
行
経
路
も
変
更
と
な
り
、
朝
夕
の
ラ
ッ

シ
ュ
時
に
は
混
雑
が
予
想
さ
れ
ま
す
。
ご
迷
惑
を
お
か
け

し
ま
す
が
、
ご
利
用
の
方
は
案
内
表
示
等
に
従
っ
て
気
を

つ
け
て
ご
通
行
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
相
鉄
線
出
入
り
口
か
ら
東
口
仮
設
階
段
ま
で
の

間
の
駅
前
広
場
部
分
も
混
雑
が
予
想
さ
れ
ま
す
。
安
全
確

保
の
た
め
、
自
転
車
を
ご
利
用
の
方
は
、
降
り
て
ご
通
行

く
だ
さ
い
。

21

4

　

海
老
名
駅
自
由
通
路
整
備
事
業
は
、
平
成
18
年
1
月
に

小
田
急
電
鉄
株
式
会
社
お
よ
び
相
模
鉄
道
株
式
会
社
と
施

行
協
定
を
結
び
、
工
事
着
手
し
て
か
ら
約
2
年
が
経
過
し

ま
し
た
。

　

昨
年
5
月
か
ら
は
、
小
田
急
線
新
駅
舎
の
一
部
が
利
用

相鉄改札口

東口出口

この部分が広がりますが、
混雑が予想されますので、
ご注意ください

閉　鎖
小田急線ー相鉄線乗換え階段
を閉鎖し、撤去します。

図３ 相鉄線改札付近の利用経路図（2月3日　 ～）

相鉄改札口

東口出口

小田急線ー相鉄
線乗換え階段

階段階段

エスカレーター

階段階段

閉鎖…乗換え階段の
一部を撤去します

図２ 相鉄線改札付近の利用経路図（1月15日火～2月2日土）

駅事務室

駅事務室

乗換え階段の幅が狭くなり
ますのでご注意ください

エスカレーター

階段階段

エスカレーター

階段階段

エスカレーター

□日

横浜方面

小田原方面

新宿方面

中央三丁目方面

相鉄改札口 相鉄線ホーム

駅事務室駅事務室

図１  ２月３日　からの
　　　　海老名駅利用経路図（予定）

（地上）

仮設階段

小田急線
コンコース

中央改札口

ホームへの
エレベーター

自動券売機

吹き抜

乗換え階段を閉鎖
工事中につき通り
抜けできません

臨時改札口と
ホームへの階段
(新宿側)を閉鎖

通路整備の工事を実施
（1月15日火～２月２日土）
（図２・図３参照）

ホームへのエスカレーター
使用開始

相鉄線出入り口付近は
混雑が予想されますの
で、ご注意ください

駅舎内仮設連絡通路を
新設

この付近では、安全の
ため、自転車は降りて
通行してください

西口側も工事を始めます
（工事車両の出入りにご注意ください）JR相模線・西口方面

海老名駅
東口駅前交通広場
海老名駅
東口駅前交通広場

海老名駅自由通路
（東口駅広部）
海老名駅自由通路
（東口駅広部）

通行経路（　　　 は地上部）

通行できません

完成後の自由通路外形線

工事作業範囲

駅舎内仮設連絡通路

□日

N

75

20

4

235 9676

駅
前
広
場
経
由
で

を
開
始
す
る
な
ど
、
工
事
は
順
調
に
進
ん
で
い
ま
す
。

　

ま
た
、
相
鉄
線
改
札
階
と
地
上
部
を
結
ぶ
エ
ス
カ
レ
ー

タ
ー
や
、
小
田
急
線
ホ
ー
ム
内
の
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
の
使
用

開
始
な
ど
、
バ
リ
ア
フ
リ
ー
施
設
の
整
備
も
進
ん
で
お

り
、
2
月
3
日
日
か
ら
は
小
田
急
線
ホ
ー
ム
内
の
エ
ス
カ

レ
ー
タ
ー
が
使
用
開
始
の
予
定
で
す
。

　

今
後
は
、
自
由
通
路
本
体
部
分
の
工
事
が
本
格
化
し
ま

す
。
平
成
21
年
4
月
ご
ろ
自
由
通
路
の
一
部
が
通
行
可
能

と
な
り
、
併
せ
て
こ
の
通
路
に
設
置
す
る
東
口
側
の
エ
レ

ベ
ー
タ
ー
や
西
口
側
の
エ
ス
カ
レ
ー
タ
ー
も
使
用
開
始
と

な
る
予
定
で
す
。

　

同
時
に
、
小
田
急
線
と
相
鉄
線
の
乗
換
え
部
分
の
エ
ス

カ
レ
ー
タ
ー
や
階
段
も
、使
用
開
始
の
予
定
で
、
朝
夕
の

ラ
ッ
シ
ュ
時
の
混
雑
が
緩
和
さ
れ
る
と
想
定
し
て
い
ま
す
。

　

工
事
は
、
安
全
を
最
優
先
に
、
早
期
完
成
を
目
指
し
て

進
め
ま
す
。
ご
不
便
を
お
か
け
し
ま
す
が
、
ご
理
解
･
ご

協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。　

　

な
お
、
駅
構
内
等
で
、
工
事
の
状
況
や
通
路
の
変
更
な

ど
の
情
報
を
随
時
お
知
ら
せ
し
ま
す
。
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